
優 良 住 宅 認 定 基 準 
 
                                           昭和５４年３月３１日建設省告示第７６８号 
                  最終改正 平成 ４年３月３１日建設省告示第９３２号 
 租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号）第１８条の５第１５項〔現行＝第１４項〕

（同条第１７項において準用する場合を含む。）、第２０条の２第８項〔現行＝第１３項〕、第３８

条の４第１８項〔現行＝第２３項〕及び第３８条の５第１２項（同条第１４項において準用する

場合を含む。）に規定する建設大臣の定める基準は、次のとおりとする。 
 
第１ 建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項 
   住宅の新築が、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、都市計画法（昭和４３年法律第

１００号）その他住宅の建築に関する法令に照らし、適法に行われるものであること。 
第２ 住宅の床面積に関する事項 
   住宅の人の居住の用に供する部分の床面積（建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第

４０号）別記第１号様式の副本に規定する高床式住宅にあっては、床下部分以外の部分の面

積）が、４０平方メートル以上（寄宿舎にあっては、１８平方メートル以上、租税特別措置

法施行令第２０条の２第８項〔現行＝第１３項〕又は第３８条の４第１８項〔現行＝第２３

項〕の規定による認定に係る寄宿舎以外の住宅にあっては、５０平方メートル以上）２００

平方メートル以下であること。 
第３ その他優良な住宅の供給に関し必要な事項 
  １ 台所、水洗便所、洗面設備及び浴室（寄宿舎にあっては、共同の食堂、水洗便所、洗面

設備及び浴室）並びに収納設備を備えた住宅であること。 
  ２ 別荘の用に供される住宅でないこと。 
  ３ 住宅（当該住宅が、一むねの家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して人の居

住の用その他の用に供することができるものの一部分（以下「一むねの家屋の一部分」と

いう。）である場合にあっては、当該家屋をいう。次号において同じ。）の床面積の敷地面

積に対する割合が、１０分の１未満でないこと。 
  ４ 住宅の建築費が３．３平方メートル当たり９５万円（耐火構造（建築基準法第２条第７

号に規定する耐火構造をいう。）を有する住宅にあっては、１００万円）以下であること。 
  ５ 住宅が一むねの家屋の一部分である場合にあっては、当該家屋の第２並びに第３第１号

及び第２号の要件に該当する住宅の床面積の合計の当該家屋の床面積に占める割合が、２

分の１以上であること。 
   附 則 
        （略） 
 


